
 

企業版ふるさと納税の効果検証について 

 

１ 制度の概要 

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生に関する取組に対

して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する制度です。 

地方版総合戦略を策定した地方公共団体が、それをもとに地域再生計画を作成し、

国に認定されれば、当該地域再生計画事業に対する法人からの寄附について、法人

関係税（法人税、法人住民税・法人事業税）が控除されます。 

ただし、本社が所在する地方公共団体への寄附や、１０万円未満の寄附について

は制度の対象外となります。 

 

２ 三重県における企業版ふるさと納税に係る地域再生計画の認定 

 国では、地方創生の更なる充実・強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高

める観点から、令和元年度、企業版ふるさと納税について、税額控除割合の引上げ

や手続の簡素化等、大幅な見直しが実施されました。 

 個別の事業ごとの認定から、総合戦略の転記・抜粋による包括的な地域再生計画

の認定で足りることとなったため、本県では、総合戦略と同一の事業を制度適用対

象事業として、令和２年７月３日に「三重県まち・ひと・しごと創生推進計画（以

下、「認定計画」という。）」の認定を受けました。本県の総合戦略は「みえ県民力

ビジョン・第三次行動計画」と一体化されているため、あらゆる施策において広く

活用可能となっています。 

 

３ 寄附の状況 

令和３年度実績：40,059,080円 

 【内訳】 

事業名 件数 寄附総額 

三重県地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支

援事業 
5 2,700,000円 

三重とこわかマイレージ事業 １ 838,715円 

看護職員確保対策事業 5 34,420,365円 

子ども基金積立金 1 1,000,000円 

食の高度人材育成交流事業 1 100,000円 

関係人口創出事業「度会県プロジェクト」 1 1,000,000円 

計 14 40,059,080円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３－１ 



 

４ 認定計画のＫＰＩ（重要業績評価指標）の達成状況について 

 認定計画のＫＰＩの達成状況については、資料３－２に記載のとおりです。 

なお、ア、イ及びエの事業については、総合戦略の数値目標と同一であるため、

資料２（令和３年版成果レポート 第４章）の記載内容を再掲しています。 

 

５ 事業の評価 

  令和元年度までは寄附総額が 100万円前後で推移していましたが、令和元年度

の制度見直しにより、税の節減効果が約６割から約９割に拡充されたことや、三

重県が包括的な事業認定を受けたことで寄附を充当できる事業が増えたことに

より、令和２年度の寄付総額は 1,200万円、令和３年度では約 4,000万円まで増

加しました。 

  現状、一部事業における活用にとどまっていることから、県外企業への効果的

な働きかけの方法の検討や情報発信について庁内各部局への働きかけを強化し

ていく必要があります。 

 

６ 今後の取組方向について 

  三重県地方創生会議等での効果検証の結果を踏まえて、一層の活用促進を図り

ます。 


